
令和３年度大学等奨学金返還支援候補者募集要項
～鹿児島の将来を担う学生の皆さんを募集します～

【地域活性化枠(令和４年度大学等卒業(修了)予定者)】

公益財団法人鹿児島県育英財団
[返還支援イメージ]

※ この制度は，鹿児島県，県内各市町村からの出捐金及び事業の趣旨にご賛同いただいた企業
・団体からの寄附金によって支えられています。

１ 募集対象者
次の①，②のいずれかに該当し，かつ，③から⑥までの全てに該当する者

① 鹿児島県内（以下「県内」という。）の高等学校（中等教育学校の後期課程を含
む。），特別支援学校の高等部，高等専門学校及び専修学校（高等課程）（以下「高
等学校等」という。）を卒業した者

② 鹿児島県外（以下「県外」という。）の高等学校等を卒業した者又は高等学校卒
業程度認定試験合格者（県内に生活の本拠を有する者の子等で，県内の中学校を卒
業した者に限る。）

③ 大学又は大学院（以下「大学等」という。）に在学し，令和５年３月（令和４年
度中を含む。）に大学等を卒業（修了）予定の者

④ 独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金（以下「機構奨学金」という。）又
は公益財団法人鹿児島県育英財団大学等奨学金（以下「育英財団奨学金」という。）
の貸与を受けている者又は貸与を受けていた者

⑤ 大学等を卒業（修了）後，県内企業等に就業する意志があり，かつ，県内居住を
希望する者

⑥ 鹿児島県等が実施する返還免除の制度が設けられている修学資金等を受給してい
ない者

（例） ・ へき地等勤務医師等修学資金
・ 鹿児島県看護職員等修学資金
・ 鹿児島県獣医師確保対策修学資金
・ 鹿児島県保育士修学資金

※ 大学等入学時に，当財団の大学等入学時奨学金（地方創生枠）の奨学生として
採用され，送金を受けた者は申請できない。

２ 募集人員 20人程度

３ 募集期間 令和３年８月６日(金) ～ 令和３年12月６日（月) ※ 必着

４ 支援対象金額
原則として，大学（学部）在学中に借り受けた機構奨学金又は育英財団奨学金の全

額。ただし，奨学金返還支援の要件を満たす前に返還をした奨学金の額及び返還期限
猶予をされた奨学金の額は，支援対象外とする。

※ 大学院に進学した場合は，次の優先順位で，在学中に借り受けたいずれかの奨
学金の全額を支援対象とする。

①大学（学部），②博士課程，③修士課程

奨学金返還 返還12回 返還12回 返還12回 返還12回～返還完了まで，毎年

　　　　　　　◇　大学等卒業後，鹿児島県内に就業し，一定の要件を満たせば，日本学生支援機構から借り受けた
　　　　　　　　奨学金について，あなたが返還した実績に応じた額を交付し，返還を支援する制度です。
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本人が日本学生支援機構へ奨学金を返還

前１年間に返還した実績額を本人へ交付



５ 支援要件
大学等卒業（修了）後，６か月以内（大学等卒業（修了）後，引き続き上級学校へ

進学した場合や，理事長がやむを得ない事情があると認めた場合は，この限りではな
い。）に次の①及び②に該当し，かつ，その状況が継続している者
① 鹿児島県の発展に寄与する産業分野に就業すること。

就業は，以下の要件のいずれかを満たし，企業等に就業する者については，正規
雇用者（期間の定めのない契約により雇用される者で，労働時間が通常の労働者の
４分の３以上である者）であること。

なお，公務員として採用された場合は，支援対象外とする。
ア 県内に本社を有する企業等に雇用されている者
イ 県外に本社を有する企業等の県内支店が採用した者
ウ 県内で個人事業（農業・営業など）を営み，確定申告をしている者又は申告書

において事業専従者として記載されている者
エ 県内の個人事業者に雇用されている者
オ 県内に法人を設立・経営している者

② 県内に居住すること。ただし，県内に本社を有する企業等に就業した場合で，県
外の支店等勤務により，やむなく県外に居住せざるを得ない場合を除く。

※ 就業後に離職又は県外に転出（異動も含む）した場合は，原則として支援を終了
する。

※ 支援対象者として適当でない事実が判明した場合は，支援を終了する。

６ 応募方法
① 申請書類

ア 返還支援候補者認定申請書（別紙様式１）
イ 返還支援候補者認定申請理由書（別紙様式２）

※ 「保有している資格や特別な技能」欄に記入した資格を確認できる書類の写
し（Ａ４サイズ片面）を添付すること。

ウ 推薦書（別紙様式３）（指導教員等が記入，押印したもの）
エ 大学等の学業成績証明書(大学院生は，大学(学部)と大学院両方の学業成績証明書)
オ 奨学生証の写し・奨学金貸与証明書・奨学金返還証明書のいずれか(機構奨学金のみ)
カ 卒業証明書等

(ア) 県内高等学校等出身者
出身高等学校等の卒業証明書

(イ) 県外高等学校等出身者及び高等学校卒業程度認定試験合格者
県内出身中学校の卒業証明書及び父母等の住民票の写し

※ 住民票については，マイナンバーの記載のないもの。以下，同じ取扱いとする。
キ 身分を証明するもの（学生証等）の写し

② 申請方法
募集期間内に，当財団へ郵送等により提出

７ 支援候補者の認定及び通知までの流れ
① 書類審査
② 面接審査（予定）

日程：令和４年１月８日（土）
場所：鹿児島市内
※ 詳細は，改めて通知する。
※ やむを得ない事情により上記の日程で面接を受けられない場合は，個別に相
談すること。（やむを得ない事情：冠婚葬祭，疾病等）

※ 書類審査で一定の基準に達しない場合は，面接は実施しない。
なお，面接の連絡は，面接対象者にのみ行う。

③ 選考委員会
④ 令和４年２月上旬から中旬までの間に，直接本人に通知する。

なお，次の事由に該当した場合は，支援候補者の認定を取り消す。
ア 奨学金の貸与を取り消された場合（本人の申出によるものを除く）
イ 在籍大学等を卒業（修了）できなかった場合
ウ 奨学金の返還が全額免除された場合
エ 奨学金の返還金を滞納した場合
オ 支援候補者を辞退する旨の申出があった場合
カ 支援候補者として適当でない事実が判明した場合

（高校奨学金等の他の奨学金の返還金を滞納した場合等）



８ 支援方法
日本学生支援機構又は当財団へ返還した奨学金について，前１年間（10月～翌年９

月）の返還実績を確認後，奨学金の返還方式に応じて算出した額を超えない範囲で，
返還実績額を毎年10月下旬以降に本人へ交付する。

なお，交付する額は，別紙：参考資料のとおりとする。

９ 支援候補者認定後の手続（詳細は別途通知する。）
支援候補者として認定された者は，次の各時点において，必要な書類を当財団へ提

出すること。
① 卒業（修了）後，６か月経過時

大学等の卒業（修了）証明書，就業証明書等，住民票の写し(実際に居住している住所)
② 返還支援開始時（初年度のみ。ただし，変更する場合はその都度）

返還支援金振込口座届
③ 返還支援開始時及び返還支援期間中（毎年度）

奨学金返還実績を証明する書類，就業証明書等，住民票の写し(実際に居住している住所)

※ ①の提出があった後，支援要件を具備した者について，返還支援対象者として
決定し，直接本人に通知する。

10 応募書類の提出先及び連絡先
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号
公益財団法人鹿児島県育英財団

TEL 099-286-5244
FAX 099-286-5229
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kagoshima-ikuei.jp
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ taiyo-ikuei@kagoshima-ikuei.jp



【別紙：参考資料】※ 日本学生支援機構第一種奨学金の場合

１ 返還支援対象金額について

返還支援対象金額は，返還期限猶予をされた期間相当の奨学金を除いた額とする。
ただし，大学等卒業（修了）後，引き続き上級学校へ進学した場合の猶予期間は，

支援対象に含める。

例）借用金額2,160,000円，月賦返還額12,857円，返還期限猶予期間１年
の場合

返還年月数 168か月（14年）
返還期限猶予期間 12か月（傷病等による返還猶予１年）

2,160,000円－（12,857円×12か月）＝2,005,716円が支援対象金額

２ 返還支援方法について

奨学金の返還方式に応じて支援する。

１ 定額返還方式により返還する場合
次により算出される返還期間（回数）及び月賦返還額を基礎とした額を上限と

して支援
注） 繰上返還，一括返還により上限額を超える返還をした場合も，支援額は

変わらない。

⑴ 返還期間（回数）
借用金額を「奨学金返還年数算出表」に定める「割賦金の基礎額」で割っ

て得た返還年数を12倍した回数

⑵ 月賦返還額
借用金額を，⑴の返還回数で割って得た金額

例）借用金額2,160,000円の場合
返 還 回 数 ： 2,160,000円÷150,000円＝14.4年 14年×12＝168回
月賦返還額 ： 2,160,000円÷168回＝12,857円

※ 12,857円×12か月分＝154,284円を１年ごとに交付し，返還を支援

貸与総額（借用金額） 割賦金の基礎額
　200,000円以下  30,000円
　200,001円～400,000円  40,000円
　400,001円～500,000円  50,000円
　500,001円～600,000円  60,000円
　600,001円～700,000円  70,000円
　700,001円～900,000円  80,000円
　900,001円～1,100,000円  90,000円
　1,100,001円～1,300,000円 100,000円
　1,300,001円～1,500,000円 110,000円
　1,500,001円～1,700,000円 120,000円
　1,700,001円～1,900,000円 130,000円

　1,900,001円～2,100,000円 140,000円

　2,100,001円～2,300,000円 150,000円
　2,300,001円～2,500,000円 160,000円
　2,500,001円～3,400,000円 170,000円
　3,400,001円以上 総額の20分の１



※ 返還方法が，月賦及び半年賦併用の場合は，月賦返還のみの場合と年間の返
還額が同じであるため，月賦返還のみの場合と同様に支援する。

※ 第一種奨学金に併せて第二種奨学金の貸与を受けた場合で，貸与期間終了月
が同じである場合，双方の合計額を借用総額として算出した返還期間（回数）
及び月賦返還額を基礎とした額を支援する。

２ 所得連動返還方式により返還する場合
所得に応じて算出される月賦返還額を基礎とした額を上限として支援
注） 繰上返還，一括返還により上限額を超える返還をした場合も，支援額は

変わらない。

(例１) 借用金額 2,160,000円
返還当初の年収 2,000,000円（上昇率５％想定）
※ 下表の年間返還額を１年ごとに交付（20年間支援）

(例２) 借用金額 2,160,000円
返還当初の年収 4,000,000円（上昇率５％想定）
※ 下表の年間返還額を１年ごとに交付（11年間支援）

１年目 6,428 円 77,136 円
２年目 4,650 円 55,800 円
３年目 5,100 円 61,200 円
４年目 5,550 円 66,600 円
５年目 6,000 円 72,000 円
６年目 6,525 円 78,300 円
７年目 6,975 円 83,700 円
８年目 7,575 円 90,900 円
９年目 8,100 円 97,200 円
１０年目 8,700 円 104,400 円
１１年目 9,375 円 112,500 円

１２年目 9,975 円 119,700 円

１３年目 10,725 円 128,700 円
１４年目 11,400 円 136,800 円
１５年目 12,300 円 147,600 円
１６年目 13,200 円 158,400 円
１７年目 14,175 円 170,100 円
１８年目 15,225 円 182,700 円
１９年目 16,350 円 196,200 円
２０年目 17,475 円 20,064 円

2,160,000 円返還総額

年間返還額計月返還額

１年目 6,428 円 77,136 円
２年目 13,425 円 161,100 円
３年目 14,475 円 173,700 円
４年目 15,525 円 186,300 円
５年目 16,575 円 198,900 円
６年目 17,775 円 213,300 円
７年目 18,975 円 227,700 円
８年目 20,250 円 243,000 円
９年目 21,525 円 258,300 円

１０年目 22,950 円 275,400 円
１１年目 24,450 円 145,164 円

2,160,000 円

年間返還額計月返還額

返還総額



R3.8

鹿児島県育英財団

番号
募集要項
の項目

質  問  内  容 回　　答 備　　考

1 募集対象者
高等専門学校については，卒業（５年修了）しないと対象とはならな
いのですか。

高等専門学校の第３学年修了後，大学等に入学した（入学する）場合も対
象となります。

2 募集対象者
高等専門学校第４学年に進級する予定の応募者が，高等専門学
校卒業後，支援対象者となった場合，在学中５年間に貸与された
奨学金の全てが支援対象となりますか。

第４～５学年の２年間で貸与を受けた日本学生支援機構第一種奨学金が
対象となります。
なお，当財団が高等専門学校生へ貸与する奨学金は，高等学校奨学金で
すので，対象となりません。第４学年に進級後，日本学生支援機構の在学
募集に応募してください。

人材育成枠

3 募集対象者 「県内に生活の本拠を有する者の子等」とは何ですか。
申請者の父母等が申請書提出時点において，鹿児島県内に居住している
場合となります。

4 募集対象者
大学，大学院には，海外の大学や通信制の大学も対象となります
か。

大学，大学院とは，学校教育法における大学，大学院のことです。
なお，海外の大学，放送大学，大学及び短期大学の通信教育学部，職業
能力開発訓練校等文部科学省管轄外の学校については，対象外となりま
す。

5 募集対象者 育英財団大学等奨学金の「等」とは何ですか。
「大学奨学金」「産業教育振興奨学金」「交通遺児等奨学金（大学）」となり
ます。

地域活性化枠のみ

6 募集対象者
支援候補者に決定後，留年等により正規の修学期間内に卒業でき
なかった場合はどうなるのですか。

大学等を卒業するまでは，支援候補者となりますが，募集要項第７項の各
項目のいずれかに該当した場合は，支援候補者の認定を取り消します。

人材育成枠
地域活性化枠（大学等卒業
予定者）

7 支援要件 「引き続き上級学校へ進学した場合」とは，どのような場合ですか。
短期大学を卒業し，大学３年生へ編入した場合や，大学を卒業し，大学院
へ進学した場合などが挙げられます。

人材育成枠
地域活性化枠（大学等卒業
予定者）

返還支援制度Ｑ＆Ａ

1／4



R3.8

鹿児島県育英財団

番号
募集要項
の項目

質  問  内  容 回　　答 備　　考

返還支援制度Ｑ＆Ａ

8 支援要件 「鹿児島県の発展に寄与する産業分野」とは何ですか。
反社会的勢力若しくは反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人
又は公序良俗に反する活動を行う若しくはその恐れのある法人等を除く全
てとします。

9 支援要件
「①及び②に該当し，かつ，その状況が継続している者」となってい
ますが，途中で転職した場合でも，支援は終了となるのですか。

支援対象者として決定後退職した場合であっても，退職した日の翌日から
起算して雇用保険の基本手当所定給付日数の範囲以内で県内に再就職し
た場合は，継続して支援対象者となります。ただし，無職期間中について
は，奨学金返還の有無に関わらず交付対象から除きます。

（例）
○自己都合によりH30.8.31退職（被保険者期間が１年以上）の場合

  【雇用保険の内容】
  ・待期期間：７日間
  ・給付制限期間：３か月
  ・基本手当所定給付日数：90日間

　【支援継続のための再就職までの期間】
　・起算日：H30.9.1（退職した日の翌日）
　・期間：H30.9.1～H30.11.29（基本手当所定給付日数90日間）
　　※待期期間及び給付制限期間は期間には含めない。

端数月（１か月未満の勤務）
は交付対象外

10 支援要件
支援対象者に決定後，離職せずに，産前産後休暇，育児休業，病
気休業等により，仕事を休んでいる場合は，支援対象となります
か。

原則，支援対象となります。ただし，返還期限猶予を受けている場合等，実
際に奨学金の返還をしていない期間は，交付対象から除きます。

H29.4.1 H29.10.1 H30.9.1
就職 返還開始 退職した日の翌日

H30.8.31 H30.11.29
退職 90日※

　　　　　　　　　　　　 　　　　　※基本手当所定給付日数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この期間に再就職すれば継続となります。
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R3.8

鹿児島県育英財団

番号
募集要項
の項目

質  問  内  容 回　　答 備　　考

返還支援制度Ｑ＆Ａ

11 支援要件
「理事長がやむを得ない事情があると認めた場合」とは，どのよう
な場合ですか。

病気，ケガ，就業を予定していた企業等の倒産など，予見できない状況が
発生した場合などが挙げられます。

12 支援要件
「大学等卒業後，６か月以内」の大学等とはどの大学等のことを指
しますか。当初，入学した大学等を退学して，他の学校に入学した
場合はどうなりますか。

【人材育成枠】
「大学等」とは，支援候補者として認定後，進学確認のために，「状況届」及
び「大学等の在学証明書」を決められた期日までに育英財団に提出するこ
ととなっていますが，当該状況届にて報告した大学等を指します。
当該大学等を退学した場合は，支援要件に該当せず，支援候補者の認定
を取り消すこととなります。

【地域活性化枠（大学等卒業予定者）】
支援候補者として認定された時点で在籍していた大学等を指します。
人材育成枠と同様，当該大学等を退学した場合は，支援候補者の認定を
取り消すこととなります。

人材育成枠
地域活性化枠（大学等卒業
予定者）

13 支援要件
「引続き上級学校へ進学した場合」とあるが，上級学校とは何です
か。

上級学校とは採用決定時の学校で付与される「称号・学位」よりも上位の
「称号・学位」が付与される学校を指します。

人材育成枠
地域活性化枠（大学等卒業
予定者）

14 支援要件
Q12で指す大学等を卒業後，引き続き上級学校に進学し，当該上
級学校を退学した場合は，支援候補者の認定はどうなりますか。

「人材育成枠」の場合は，進学状況届で提出した大学等，「地域活性化枠」
の場合は，支援候補者として認定された時点で在籍していた大学等を卒業
という条件を満たしているので，支援候補者の取消はしませんが，上級学
校を退学後，６か月以内に県内企業等に就業及び県内居住の要件を満た
す必要があります。
（上級学校を修了した場合も同様）

人材育成枠
地域活性化枠（大学等卒業
予定者）
R3.8.4追記

15 応募方法
以前正規雇用として就業していた会社が倒産して，就業証明書の
発行が困難な場合はどうすればいいですか。

雇用保険の離職証明書，年金記録，辞令等の写し等のほか，正規雇用で
就業していたことが確認できる書類を提出してください。

地域活性化枠（社会人）
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R3.8

鹿児島県育英財団

番号
募集要項
の項目

質  問  内  容 回　　答 備　　考

返還支援制度Ｑ＆Ａ

16 その他
支援対象者として決定した後，奨学金の返還方法は，どうなります
か。

奨学金返還開始後，最初の１年間は，自らの資金で返還が必要ですが，返
還実績を確認後，奨学金の返還方式に応じて算出される月賦返還額を基
礎とした額を上限として返還支援金を送金しますので，２年目以降は，受領
した返還支援金を奨学金の返還に充てることができます。
（奨学金引落し用の口座と返還支援金受領用の口座を同じ口座にしておく
と便利です。）
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別紙様式１              【地域活性化枠(大学・大学院卒業(修了)予定者）】 

令和  年  月  日 

公益財団法人鹿児島県育英財団理事長 

奨学金返還支援制度運営協議会会長

     返還支援候補者認定申請書 

返還支援候補者の認定を受けたいので，鹿児島県育英財団奨学金返還支援事業

実施規程第４条の規定により，関係書類を添えて申請します。

申

請

者

ふりがな 
㊞ 

氏  名  

生年月日  年   月   日生  （満   歳）※令和４年4月１日現在

現 住 所 
〒 

電話番号 携帯 固定 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

出 身 中 学 校  

出身高等学校等                 （     年度卒） 

在
籍
大
学
等

名  称 
大学院     研究科              専攻 

       大学        学部             学科 

所 在 地 
〒 

在籍学年  

卒 業 (修 了 )予 定 年 月    令和     年    月 

支
援
対
象
奨
学
金

奨学金の種類 

いずれかに☑

□ 日本学生支援機構     □ 大学（学部）  

第一種(無利子)奨学金   □ 大学院（修士課程） 

□ 大学院（博士課程） 

□ 鹿児島県育英財団 大学等奨学金(奨学生番号       ) 

借入金額(予定) 円/月 (総額         円) 

借入期間(予定) 平成 ・ 令和    年   月 ～ 令和   年   月 

※

※

※

※

※ 在籍大学等の名称については学部，学科，課程についてすべて記載してください。 

※ 申請者の生年月日は和暦,( )内は令和４年４月1日現在の満年齢を記入してください。 

写真を貼付 

１.縦30～32mm 

横 24～26mm 

２.単身胸から上

（注）募集要項の第４項を参照し，いずれかに☑

１ 私は，鹿児島県育英財団奨学金返還支援事業実施規程の内容を十分理解し，了承しました。 

２ 返還支援候補者及び返還支援対象者となった際は，以下のことについて同意します。 

(1) 日本学生支援機構等他の奨学金団体へ，奨学金の受給状況や滞納状況について当財団が調査等を行い，当該調

査等の依頼を受けた者が回答すること。 

(2) 住所，氏名，学校名，学部・学科名，卒業予定時期，就業希望分野及びメールアドレスを，当制度の賛同企業・

団体へ提供すること。また，同企業・団体が私あてに就職関連情報等を送付（送信）すること。 

３ 鹿児島県が実施する返還免除の制度が設けられている修学資金等及び当財団の大学等入学時奨学金（地方創生枠）

の貸与を受けていないことを申し立てます。          ※ 同意がない場合，申請は受け付けられません。

  令和 年 月 日       （氏名自署）    

殿



別紙様式１              【地域活性化枠(大学・大学院卒業(修了)予定者）】 

【地域活性化枠（大学・大学院卒業(修了)予定者）】

                         令和 ３ 年 １０月 １５日 

公益財団法人鹿児島県育英財団理事長 

奨学金返還支援制度運営協議会会長   

    返還支援候補者認定申請書 

返還支援候補者の認定を受けたいので，鹿児島県育英財団奨学金返還支援事業 

実施規程第４条の規定により，関係書類を添えて申請します。 

申

請

者

ふりがな         いくえい じろう 

㊞氏  名 
育英 次郎 

生年月日  平成１２年 ５月 ２日生  （満 ２１ 歳）※令和４年4月１日現在

現 住 所 
〒８９０－××××

鹿児島市○○町◇－△  育英コーポ３０１ 

電話番号 携帯 090－××××－○○◇◇ 固定 09９－◇◇◇－○○○○ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ikuei××××＠×××.ne.jp 

出 身 中 学 校 鹿児島市立△△中学校  

出身高等学校等 鹿児島県立□□高等学校 （ 平成３０年度卒） 

在
籍
大
学
等

名  称 
大学院     研究科              専攻 

    ◇◇ 大学     法 学部     法政策 学科 

所 在 地 
〒８９０－××××

鹿児島市□□１丁目◇－△ 

在籍学年 ３年生 

卒 業 (修 了 )予 定 年 月  令和 ５ 年 ３ 月

支
援
対
象
奨
学
金

奨学金の種類 

いずれかに☑

☑ 日本学生支援機構     ☑ 大学（学部）  

第一種(無利子)奨学金   □ 大学院（修士課程） 

□ 大学院（博士課程） 

□ 鹿児島県育英財団 大学等奨学金(奨学生番号       ) 

借入金額(予定) ４５，０００円/月 (総額２，１６０，０００円) 

借入期間(予定) 平成 ・ 令和 ３１ 年 ４月 ～ 令和 ５年 ３月 

※ 在籍大学等の名称については学部，学科，課程についてすべて記載してください。 

※ 申請者の生年月日は和暦，( )内は令和４年４月1日現在の満年齢を記入してください。 

写真を貼付 

１.縦30～32mm 

横 24～26mm 

２.単身胸から上

１ 私は，鹿児島県育英財団奨学金返還支援事業実施規程の内容を十分理解し，了承しました。 

２ 返還支援候補者及び返還支援対象者となった際は，以下のことに同意します。 

(1)  日本学生支援機構等他の奨学金団体へ，奨学金の受給状況や滞納状況について当財団が調査等を行い，当該調 

査等の依頼を受けた者が回答すること。 

(2) 住所，氏名，学校名，学部・学科名，卒業予定時期，就業希望分野及びメールアドレスを，当制度の賛同企業・

団体へ提供すること。また，同企業・団体が私あてに就職関連情報等を送付（送信）すること。 

３ 鹿児島県が実施する返還免除の制度が設けられている修学資金等及び当財団の大学等入学時奨学金（地方創生枠）

の貸与を受けていないことを申し立てます。           ※ 同意がない場合，申請は受け付けられません。

  令和 ３ 年 １０月 １５日       （氏名自署）    育英 次郎 

（注）募集要項の第４項を参照し，いずれかに☑

殿

記入例 [令和３年度 大学(学部)卒業予定者]

育
英



別紙様式２

【地域活性化枠（大学・大学院卒業(修了)予定者）】

返還支援候補者認定申請理由書

※１（例）建設業，情報通信業，運輸業，小売業，金融業，保険業，教育，医療，福祉 等

※２ 資格等を確認できる書類（合格証等）の写し（Ａ４サイズ片面）を添付すること。

氏 名
卒業(修了)
予定大学等

大学     学部     学科

大学院    研究科     専攻

１ 郷土へ貢献したいこと                ※ １行あたり 40 字程度。以下，同じ。

（今後，どのような形で鹿児島県に貢献しようと思うか）

２ 在籍している大学等での専門分野及び研究内容

（専門的知識や技能を，今後鹿児島県の企業等でどのように生かしたいかなど）

３ 勉学以外での活動等

（大学等での課外活動・ボランティア活動等に取り組む過程で学んだことなどを，今後鹿児島県

でどのように生かしたいかなど）

４ 就業したい職業等及びその理由

就業したい産業分野※１ 就業したい職種

(理由）

５ 希望する勤務地域 ※いずれかに○ ※ 鹿児島・南薩・北薩・姶良伊佐・大隅・熊毛・大島

６ 保有している資格や特別な技能 ※２

年 月 取得 年 月 取得

取得 取得

取得 取得



別紙様式３

推 薦 書

令和  年  月  日 

公益財団法人鹿児島県育英財団理事長 殿

大学所在地

大 学 名   

職   名

氏   名             ㊞

  次の者は，鹿児島県育英財団奨学金返還支援事業の支援候補者として適当であると認め 

られるので，推薦いたします。 

※ 指導教員等が記入，押印してください。

 ※ 本推薦書は，厳封の上，被推薦者へ渡してください。

氏  名

ふ り が な

生年月日      年   月   日生 学年

学 部

学科・専攻

卒業(修了) 
予定年月

所見

人

物

研
究
内
容
・
実
績
等

備  考


